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情報通信システム「なら子どもサポートネット」について 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
１ システム概要図 
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少年指導センターでは、１２月から、報告された不審者情報について必

要性に応じて、メールまたはＦＡＸで各学校園・関係機関に向けて配信し

情報を共有してきました。さらに、各学校園では、配信された情報をもと

に、必要に応じて児童・保護者等に対して文書や口頭で注意を呼びかけて

きました。 
今回、更により早く多くの人が情報を共有し、被害事象の早期解決・被

害拡大防止・犯罪の抑止等につながることをねらい、４月１日から「なら

子どもサポートネット」を通して、不審者情報を一般市民の方にもメール

で配信するシステムをスタートします。 
 



２ 情報内容  
 ・不審者情報や子どもに被害の及ぶ恐れのあるものなど、子どもの安全確保 
にかかわる内容について配信します。 

 
３ 情報配信対象者 
 ・奈良市立保育園、小・中学校、高等学校。 
（幼稚園についてはＦＡＸ送信－可能であれば携帯の登録を） 
 ・希望される国・県・私立の保育園、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、 
専修学校。 

 ・庁内関係機関、警察署、県教育委員会、近隣市町村 
 ・市内の幼稚園、保育園、小・中学校、高等学校へ通う幼児、児童、生徒の 
保護者でメール配信を希望される方。 

 ・関係職員及び関係諸団体の関係者等でメール配信を希望される方。 
 ・市民 
 
４ 登録（変更・削除）方法 
  ・携帯電話の場合、利用する通信業者のシステムや利用者の電波状態の条

件によって、着信に障害が発生する場合があります。 
 （学校園、関係機関の場合） 
  ・学校園、関係機関については事前に登録します。（少年指導センター） 
  ・年度が変わっても登録は継続されます。 
（個人の場合） 
  ・希望される方は、自分で携帯電話やパソコンから専用ホームページにア

クセスし、画面の指示に従い必要項目（メールアドレス・校区・学年）

を入力すると自動的に登録（変更・削除）されます。 
  ・３月２８日より手続きが可能となります。 
  ・メールアドレス等の変更があった場合は、速やかに変更手続きをしてい

ただくようお願いします。 
  ・システム安全確保のため、登録情報は毎年３月３１日に全て削除されま

す。 
・新年度も希望される方は、翌年の３月１日から新年度にむけて登録手続

きをしていただきます。 
 
５ 配信までの流れ 
 （別紙－１参照） 
 
６ 費用 
（個人の場合） 
 ・登録（変更・削除）時及び情報受信時に送受信料がかかり、個人負担と

なります。それ以外は無料です。 



７ システム周知について 
・市立学校園を通じて保護者に案内します。 
 ・市民の方には「しみんだより」４月号等によりお知らせします。 

     
 
８ その他 
 ・過去の情報について、ホームページで閲覧することもできます。 
 ・本格配信までのタイムスケジュール 
～３／１８ 学校園・関係機関登録 

        保護者へ案内配布 
    ２２～ システムテスト 

庁内関係者登録 
    ２５  内部テスト 
    ２８～ 一般加入者登録開始（各自にテスト配信） 
    ３０  全配信によるテスト 
  ４／ １  本格配信スタート 
 


